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募集
Recruitment

千葉県障害者スポーツ大会
出場者
期間／5月27日（日）〜12月9日（日）
場所／県総合スポーツセンター（千葉
市）ほか
※参加種目により開催日、年齢、障害
区分などが異なります。
申込期限／3月23日（金）
問社会福祉課障害福祉班（☎62-53･

51）

臨時職員（用務員）

募集人数／若干名
任用期間／４月１日（日）から６か月単
位で任用　※週３〜５日の勤務
業務内容／干潟地域コミュニティ施設
の管理
提出書類／履歴書（写真添付）
申込期間／３月16日（金）〜26日（月）
問〒289-0592　旭市南堀之内10
干潟支所住民室（☎68-2111）

お知らせ
Information

期限内に手続きを！
農振農用地除外申請
　農業振興地域内にある農用地を農用
地以外の目的で使用する場合は、農水
産課農業基盤整備班で除外手続きが必
要です。農地の転用を予定している人
は、事前に問い合わせてください。
申請期限／3月30日（金）
問農水産課農業基盤整備班（☎68-11･
73）

お世話になった人にぜひ！
「旭フレッシュ宅配便」
発送予定日／3月26日（月）
内容／イチゴ、キュウリ、トマトなど
価格／レギュラーサイズ2,980円、ビッ
グサイズ5,000円　※税・送料（関東地
区まで）込み
締め切り／3月20日（火・祝）
問旭市農産物直売館（☎62-6048）

4月からスタート
森林の所有者届出制度
　森林法の改正がありました。4月以
降に森林の土地所有者になる人は、面
積にかかわらず、取得した土地のある
市町村長への届け出が必要です。
対象／売買や相続などにより、森林の
土地を新たに取得した個人や法人
届け出期間／土地の所有者となった日
から90日以内
問農水産課農業基盤整備班（☎68-11･
73）

4月1日（日）から休館日、営業時間が変わります
あさひ健康福祉センター
休館日／第2・4月曜日、12月29日〜
1月3日
営業時間／午前10時〜午後5時
問社会福祉課社会班（☎62-5317）

行ってみよう
下水道施設「旭市浄化センター」見学
期間／5月〜平成25年2月　※土・日
曜日、祝休日、年末年始を除く。点検
などにより、見学できない場合あり。
時間／午前10時〜午後3時　
対象／市内小学生以上の児童生徒とそ
の保護者、各種団体など
内容／ビデオ鑑賞、概要説明など　
※所要時間約90分
申し込み方法／見学希望日の１か月前
までに、2人以上で申し込んでくださ
い。
※小学生の場合は、引率者が必要。
問下水道課管理班（☎62-5357）

リニューアルしました
「まるごと旭どっとこむ」
　市のイベント・観光情報を発信する
ホームページ「まるごと旭どっとこむ」
が、リニューアルしました。
　市のＰＲや、イベント情報などの発
信に活用してください。また事業所や
サークルなどの掲載情報も募集してい
ます。
　くわしくは「まるごと旭どっとこむ」
ホームページ（http://www.marugoto･
asahi.com/）で確認してください。
問企画政策課情報管理班（☎62-8090）

申請してください
福祉タクシー利用券の交付
対象／身体障害者手帳1・2級の人、3
級のうち視覚障害・下肢障害・体幹機
能障害の人、療育手帳Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐ
の2・Aの1・Aの2を持っている人
必要なもの／身体障害者手帳または療
育手帳
受付開始日／3月30日（金）〜
受付場所／社会福祉課障害福祉班
〈各支所でも申請できます〉
受付日／●干潟支所：3月27日（火）　
●海上支所：3月28日（水）　●飯岡支
所：3月29日（木）
時間／午前9時〜午後5時
※受付日以外は取り次ぎのみ。その場
での交付はできません。
問社会福祉課障害福祉班（☎62-5351）

土地や家屋の価格を見ることができます
「固定資産課税台帳の縦覧」
　自分が所有する土地や家屋につい
て、平成24年度の価格などを見るこ
とができます。見るときは運転免許証
など、公的機関が発行した顔写真入り
身分証明書などの提示が必要です。
期間／4月2日（月）〜5月31日（木）
※所有者のほか、借地・借家人など
の関係者も見ることができます（借
地・借家人は、契約関係が分かる書
類が必要です）。
場所／税務課
問税務課資産税班（☎62-5323）

生き生きと暮らすため
シンポジウム「見守り（福祉）と農（園芸）と医療」
日時／3月24日（土）　午後1時〜４時
35分
場所／海上公民館ホール
講師／上野秀樹医師（海上寮療養所副
院長）ほか
費用／無料
申し込み方法／3月19日（月）までに、
メールまたはファクスで申し込んでく
ださい。
問シンポジウム「見守り（福祉）と
農（園芸）と医療」実行委員会（☎55-1･
313、FAX55-3102）･･ htw@shima･
da-k.net
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　「『布団を無料で点検する』などと言って、自宅に訪問
してきた業者に、新しい寝具などの購入を契約させられ
た」という相談が複数寄せられました。
　訪問販売の業者は勧誘に先立って「事業者名」「契約締
結の勧誘をする目的であること」「商品などの種類」を明
らかにしなければなりません。点検商法は業者が目的を
隠して消費者を勧誘するため、注意が必要です。

【事例】
　「布団を点検する」という業者から電話があった。以前
布団を購入した販売店の点検だと思い了承した。男性が
訪れ、掃除機で布団のほこりを吸い取るなどの手入れ
を行った。男性は「この商品を今購入すると40万円だが、
同様の効果のある自社の商品は、20万円ほどで販売し
ている」と言った。今使っている布団が購入当時の倍以
上の価格になっていると聞き、驚いて男性の勧める商品
の購入を決めた。
　しかし後で調べたところ、今使っている布団は以前と
同じ価格で売られていることが分かり、この業者は、以
前購入した販売店とも関係がなかった。解約したい。

◆訪問販売はクーリング・オフできます
　８日以内に、はがきで通知すれば解約できます。解約
理由を説明する必要もありません。書き方など、くわし
くは消費生活センターでアドバイスします。
◆商品を使用してもクーリング・オフはできます
　政令で指定された一部の消耗品以外は、使った後でも
クーリング・オフ期間内であれば解約できます。
◆クーリング・オフ期間が過ぎても諦めないで
　勧誘方法に問題があるときは、契約を解除できる場合
があります。
◆秘密は守られます。安心して相談を！
　全国の消費生活センターに寄せられた、悪質業者の情
報を基に、国や都道府県が行政処分を検討します。トラ
ブルに遭ったときは泣き寝入りせず、相談することが悪
質業者の処分につながります。相談した人の個人情報が
外部に漏れることはありません。安心して相談してくだ
さい。
問旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

勧誘の目的を明かさない点検商法に注意！

消費生活センター

ほっと通信 Vol.12

シベリア戦後強制抑留者の皆さんへ
特別給付金を支給しています
請求期限／3月31日（土）
対象／平成22年6月16日時点で日本
国籍を持ち、存命の人　※まだ請求し
ていない人は、連絡してください。
問独立行政法人平和祈念事業特別基金
事業部特別給付金認定担当（☎0570-
059204）　※ＩＰ電話、ＰＨＳからは（☎
03-5860-2748）

市税の休日・夜間納税窓口

〈日時〉
●休日納税窓口：３月25日（日）　午
前８時30分〜午後５時
●夜間納税窓口：３月26日（月）　午
後８時まで

〈場所〉
　税務課
問税務課収税班（☎62-5322）

全国健康保険協会
保険料率の引き上げ
　3月分（4月納付分）から、保険料率が
引き上げられます。景気低迷などによ
る保険料収入の減少で、協会の財政は
厳しい状況ですが、医療費適正化への
取り組みをさらに進めていきます。
〈保険料率の変更〉
改正前：9.44％→改正後：9.93％
問全国健康保険協会千葉支部（☎043-
308-0521）

所蔵資料を一挙に公開
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と風俗画」
期間／3月27日（火）〜5月6日（日）
場所／国立歴史民俗博物館（佐倉市）
内容／洛中洛外図屏風と、新出資料を
含む関連絵画資料などの展示
費用／入館料のみ
問国立歴史民俗博物館（☎043-486-0･
123）

早めの連絡を！
水道の使用開始・中止の届け出
　引っ越しなどで、水道を使用開始・
中止する場合は、窓口、電話、ファク
スで、希望日の４営業日前までに、旭
市水道お客様センターへ申し込んでく
ださい。
※市ホームページ、携帯電話からも、
24時間届け出できます（開閉栓作業
は営業時間内のみ）。

〈営業時間〉
月〜金曜日：午前8時30分〜午後6時、
土曜日：午前8時30分〜正午　※日曜
日、祝休日、年末年始は休業。
問旭市水道お客様センター（☎63-

8881、FAX64-1977）
〈訂　正〉

　３月１日号６ページに掲載の、インタ
ビュー記事の名前に誤りがありました。
　　　　　誤：梅花すみ子さん
　　　　　正：梅花芳子さん
　ご迷惑をお掛けしました。お詫びして、
訂正します。

…申し込み　問…問い合わせ
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